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平塚市都市マスタープラン 
平塚市緑の基本計画 
平塚市景観計画 

第５章 協議・調整のまちづくり 
・大規模土地取引行為の届け出（第２４条） 
  用途変更が伴う大規模な土地取引行為に際し、土地所有者の届出制度を
設け、まちづくり基本計画に整合した土地利用等に協議・誘導する仕組を
定めています。 

・開発事業の手続き（第２５条～第４７条） 
  住民への情報公開や協議・調整の手続、開発事業への適合審査、市が事
業者に対し承認書を交付すること等に関する一連の手続や仕組を定めてい
ます。 

・開発事業の基準など（第４８条～第５５条） 
  道路、下水道、公園等の公共施設の整備基準やごみステーション、駐車
場等の公益的施設の整備基準を定めています。 

・開発事業にかかる紛争の予防・調整（第５６条～第６０条） 
  開発事業にかかる周辺住民と事業者との紛争を未然に防ぐ努力を事業者
に義務付けるとともに、紛争が発生した場合のあっせんや調停制度につい
て定めています。 

第８章 罰則 
・罰則（第７０条） 
・両罰規定（第７１条） 

第１章 総則 

  目的（第１条） 
市の魅力ある自然、歴史、文化、産業などの特性をいかした活力とにぎわいのあるまち、安心して住み続けるこ

とのできるまちを実現することを目的としています。 
  定義（第２条） 

「市民」→市内に住んでいる方や在勤、在学の方、市内で事業を営む方、市内に土地又は建築物を所有する方な
どを定義しています。 

  「事業者」→開発事業を行おうとする事業者や開発事業を行う事業者などを定義しています。 
  まちづくりの基本理念（第３条） 

平塚市のまちづくりは、①市民、事業者、市が相互の責任と信頼のもとに、協働して行わなければならない。②
市民全体の幸福を実現し、次世代へと継承していくため、総合的・計画的に行わなければならない。③公共の福祉
を優先するとともに、人と自然との共生を図り、環境への負荷の少ない持続的発展が可能なものとなるように行わ
なければならない。 

  責務（第４条～第６条） 
市民・事業者・市が果たすべき責務を定めています。 

 

第２章 まちづくり基本計画（第７条～第８条） 

第３章 市民主体のまちづくり 
・地区まちづくり協議会の設立（第９条～第１０条） 
  地区まちづくり協議会の設立・認定要件や、設立に至るまでの準備会等
の登録に関する規定を定めています。 

・地区まちづくり計画の策定・認定など（第１１条～第１３条） 
  まちづくり協議会が計画を策定し、その計画を具現化するための一連の
仕組を定めています。 

・都市計画の提案や地区計画などの申し出制度に関する手続 
（第１４条～第２０条） 

  都市計画法で定められている「都市計画提案制度」や「地区計画等の申
し出制度」の活用を図るため、提案の方法や採否を決定するまでの手続や
仕組を定めています。 

第４章 市が発意するまちづくり 
・市が発意するまちづくり計画（第２１条） 
  市がまちづくり計画や公共施設の整備計画等を策定する際、構想段階か
ら市民参加を求める規定を定めています。 

・市が決定する都市計画への市民参加（第２２条～第２３条） 
  法が定める都市計画決定手続に、都市計画の原案、案の作成手続、決定
手続を定めています。 

第７章 雑則 
・適用除外（第６３条） 
・地位の承継（第６４条）  
・工事の停止、中止の勧告 

（第６５条） 
・是正命令（第６６条） 
・立入検査（第６７条） 
・公表（第６８条） 

・委任（第６９条） 

 
まちづくりに関し市長が必要と認めた計画 

第６章 まちづくりの支援等 
・まちづくりの支援（第６１条） 
  市民の主体的なまちづくりに
対して情報提供や相談、専門家
の派遣等支援策を定めていま
す。 

・表彰（第６２条） 
  まちづくりに貢献した市民や
事業者等を表彰することを定め
ています。 

附則 
・施行期日 
・経過措置 


